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豊郷町長　　　　　　　

住民票の異動届について


　豊郷町では、住民基本台帳法に基づき、住民票の記録の正確性を確保するため、居住の事実について調査を行っています。
　さて、あなたの住民票が豊郷町大字　　　　　　　　　　　　　　　　　に記録されていますが、役場から発送した郵便物が返送される等、居住の事実が判明しません。このため、居住の事実調査を実施したところ、住民票に記載されている住所地に不在住であることが判明しました。
　つきましては、実際に生活されているところに、速やかに住民票を異動していただくよう通知します。住民票の異動届出は異動した日から14日以内にすることが住民基本台帳法に定められていますので申し添えます。
　なお、このまま放置されますと職権において住民票を消除等する場合があります。住民票の異動届について、不明なことがあるときは下記までお問い合わせください。
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